
 

 

２０２２年９月２０日 

「予約型代理人～つないで安心代理人サービス～」の取扱を開始します 
  
京都信用金庫（本店：京都市下京区、理事長 榊田 隆之）は、認知症により認知判断能力が低下し、

当金庫とのお取引が困難になる場合の備えとして、将来の金融取引における代理人をお客様ご自身で指
定できる「予約型代理人～つないで安心代理人サービス～」の取扱を開始します。 
本サービスは、代理人のご指定後もそれまでと変わらずお客様ご自身でお取引が可能ですが、万が一、

認知症により認知判断能力が低下し、ご本人によるお取引が困難になった場合に、代理人から診断書等 
をご提出いただくことで、ご指定の代理人とのお取引が可能となるものです。 
今般、取扱を開始する「予約型代理人～つないで安心代理人サービス～」と、従来から取扱っている

「代理人サービス」を組み合わせることで、将来にわたり切れ目なくお取引いただくことが可能となり
ます。 
今後も、当金庫はお客様とそのご家族が安心してお取引いただけるよう幅広い商品・サービスの提供

に努めてまいります。 
 

記 

１. 取扱開始日 
２０２２年１０月３日（月） 

 
２. サービスの概要 

項目 内容 

ご利用いただける方 個人のお客様 

代理人として指定できる範囲 配偶者または血縁関係のある親族（二親等以内）から１名 

申込受付 預金者と代理人からお届けをいただきます。 

代理人によるお取引が 
可能となる時期 

認知症により認知判断能力が低下し、ご本人とのお取引が困難にな
った場合、代理人から「開始届」および当金庫所定の様式による医
師の「診断書」※をご提出いただくことで、お取引が可能となります。 

代理人ができる対象取引 

・当座預金を除く預金の入出金、新規開設・解約 
・各種諸届の手続き（変更届・喪失届） 
・残高証明書等の発行 
・自動振替の設定 
・出資金の譲渡・脱退 

ご利用手数料 無料 
  ※診断書は、ファイナンシャル・ジェロントロジーの知見を取り入れた「予約型代理人」専用の診断書です。 

作成にあたっては、高齢者、認知症の方の意思決定能力評価法や支援方法の研究・開発・情報提供に取組んでいる 
「一般社団法人日本意思決定支援推進機構（https://www.dmsoj.com/）」に監修をいただいています。 
 

   
以上 






